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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年３月29日に提出した第19期（自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

　(1）企業統治の体制
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３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

 

　第一部　【企業情報】
　第４　【提出会社の状況】
　　６　【コーポレート・ガバナンスの状況等】
　　　（１）　【コーポレート・ガバナンスの状況】
　　　　　（１） 企業統治の体制

　

　　　（訂正前）

　　　　　⑧　社外取締役及び社外取締役との関係

当社社外取締役の後藤克彦は、当社と会社法第427条第１項及び定款第32条第２項に基づく責任限定契約を締

結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とな

ります。

当社監査役の吉元麻衣子及び下山秀夫は社外監査役であります。吉元麻衣子は株式会社シークエッジ・インベ

ストメントの取締役であります。同氏は、経営者として幅広い高度な知見と豊富な経験を有しております。

下山秀夫は下山公認会計士事務所の所長であります。なお、同氏は大手監査法人での勤務経験があり、公認会計

士及び税理士としての専門的知見ならびに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。

当該２社外監査役については、当社と会社法第427条第１項及び定款第43条第２項に基づく責任限定契約を

締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額

となります。

当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社

外取締役１名を選任するとともに、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役２名を社外監査役とする

ことで経営への監視機能を強化しております。当社は効率的な経営と適切な経営監視機能強化のため、現状の体

制を採用しております。

　　　（訂正後）

　　　　　　⑧　社外取締役及び社外取締役との関係

当社の社外取締役である後藤克彦並びに社外監査役である吉元麻衣子及び下山秀夫の３氏と当社との間に人

的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な関係を有しておりません。　

当社社外取締役の後藤克彦は、大和小田急建設株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と大和小

田急建設株式会社との間には、特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と会社法第427条第１項及び定款

第32条第２項に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10万円と法令の定

める最低限度額とのいずれか高い額となります。

当社監査役の吉元麻衣子及び下山秀夫は社外監査役であります。吉元麻衣子は株式会社シークエッジ・インベ

ストメントの取締役でありますが、当社と株式会社シークエッジ・インベストメントとの間には、特別な利害関

係はありません。同氏は、経営者として幅広い高度な知見と豊富な経験を有しております。

下山秀夫は下山公認会計士事務所の所長であります。なお、当社と下山公認会計士事務所との間には、特別な利

害関係はありません。また、同氏は大手監査法人での勤務経験があり、公認会計士及び税理士としての専門的知見

ならびに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。

当該２社外監査役については、当社と会社法第427条第１項及び定款第43条第２項に基づく責任限定契約を

締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金10万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額

となります。

当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社

外取締役１名を選任するとともに、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役２名を社外監査役とする

ことで経営への監視機能を強化しております。当社は効率的な経営と適切な経営監視機能強化のため、現状の体

制を採用しております。
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